
国家戦略特区ワーキンググループ提案に関する集中ヒアリング 

（議事概要） 

 

（開催要領） 

日時 平成 25 年 9 月 6 日（金）16:30～17:30 

場所 永田町合同庁舎７階 特別会議室 

出席 

＜有識者＞ 

座長 八田 達夫 大阪大学社会経済研究所 招聘教授 

委員 秋山 咲恵 株式会社サキコーポレーション 代表取締役社長  

委員 坂村 健  東京大学大学院情報学環・学際情報学府 教授 

＜提案者＞ 

   養父市 

＜事務局＞ 

 

（提案概要） 

   高齢者雇用による農業等新産業創出事業 

 

（議事概要） 

○藤原参事官 養父市からのヒアリングを行いたいと思います。 

 公開ということで、御希望いただいておりますので、議事録、提案資料につきましては、

そのような扱いとさせていただきます。 

 全体は50分とさせていただいておりますけれども、提案者からは20～30分で御説明いた

だきまして、その後、質疑応答にさせていただきます。 

○八田座長 遠方よりお越しくださいまして、どうもありがとうございます。 

 それでは、時間のこともございますので、早速プレゼンをお願いいたします。 

○養父市 どうぞよろしくお願いいたします。 

 養う父と書いて養父市（やぶし）と読みます。私は非常にいい名前だと思っております。 

 名医の里、養父市ということであります。皆さん方御存じのやぶ医者の生まれたところ

が、養父市でありまして、やぶ医者は実は名医であるということで、証拠も持ってきてお

りますので、見ていただけたらと思っております。そういうことで、地域の医者不足があ

りまして、私どもは良い医者を自前でつくり出したり、自前で集めようということをやっ

ておりまして、養父市では、今、やぶ医者プロジェクトということでやっておるところで

あります。 

 養父市の状況をまず知っていただくために、最初に養父市ケーブルテレビの職員が自前
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でつくりました、映像を少し流させていただきます。これを３分ほど見ていただきたいと

思います。 

（養父市PRビデオ） 

○養父市 養父市のPRビデオでありました。 

 それでは、パワーポイントで養父市の概要をさらに説明申し上げたいと思います。 

 最初は養父市の位置であります。兵庫県の北部、海に面しておりません。内陸部にあり

ます。中国山脈の東の端に当たる位置であります。 

 町の面積が422平方キロメートル、山林の占める割合が84％、ほとんど山と谷であります。 

 兵庫県の北部は、但馬地域といいます。兵庫県全体の面積の約４分の１、25％を占めて

おります。過疎が非常に進んでおります。東京都とちょうど同じ広さの面積がありますが、

人口は18万人であります。 

 養父市の現状であります。人口減少が非常に厳しく進んでいる、高齢化も進んでいる、

地域の経済が低迷しているということであります。 

 養父市は平成16年に合併しました。そのときは、平成12年の国調データで３万110人であ

りましたが、平成22年、10年後は２万6,501人ということで、10年間で約12％の人口減少で

あります。 

 高齢化率33％。特に超高齢化が進んでおりまして、75歳以上の方が占める人口割合は５

人に１人、20％であります。健康長寿が非常に大切であるということです。 

 地域の経済も低迷が激しくなっております。 

 地域の経済（GDP）、市内の総生産額は、平成12年をピークにどんどん下がってきており

ます。昨年は約560億程度まで落ちてきております。うち農業生産が占める割合は4.1％、

約25億であります。 

 兵庫県の地域別の人口の中で、高齢化であるとか、長寿であるということを御説明申し

上げたいと思います。 

 兵庫県全体で、人口１万人に占める100歳以上人口が4.8人、我々の住んでおります但馬

地域は11.8人ということで、非常に長寿であります。 

 平均的な高齢化率は30.3%、75歳以上の占める割合が17.3%です。 

 もう少し詳しく見てみます。但馬は３市２町ありますが、それぞれの町を見てみます。

養父市は、人口１万人に占める100歳以上の人口の高齢者の割合は15.4人と、非常に高いで

す。日本の平均は、大体兵庫県と一緒ぐらいで、５人ぐらいだろうと思います。それから

見ますと３倍です。 

 なぜ100歳以上の方がこれだけ多いのか。これは地域性、いろんなものがあると思います。

そういうことを、今、我々は東京都健康長寿医療センター研究所と一緒になって究明して

おります。 

 高齢化率33%、先ほど言いましたように、超高齢化で75歳以上の方が占める割合は５分の

１であります。 
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 養父市の抱える課題としまして、人口減少にいかに歯止めをかけるか。 

 地域の経済力をいかに向上させるか、活性化させるか、これは産業振興をやらなくては

いけない。 

 今、この２つが非常に低迷しておりまして、市民そのものが、地域の住民そのものが、

地域に対する誇りを失ってきております。これをいかに回復させるかということでありま

す。 

 私は昨年10月に２期目の市長に選ばれました。市民に示した政策綱領のテーマは、地域

の新たな命を育む町ということで、産業を育み、人を育むということにしました。これは

人口減少への対応と地域の産業を振興させるという、強い思いをあらわしたものでありま

す。 

 養父市は非常に小さな町ですが、経済活性化戦略をつくりました。人口減少と地域経済

の規模の縮小は表裏一体でございますので、これら２つを合わせて、総合的に対応しなく

てはいけないということであります。 

 特に10年後、平成32年、養父市で約100億近くの経済活動が縮小することが推測されます。

それを何とか現在のレベルで維持するためには、約100億円の経済活動効果を新たに生み出

す必要がある。こういう目標を立てております。 

 その１つとしまして、ことし、地域公共会社、EPLをつくりました。日本で初めての取り

組みでありますが、養父市が100％出資する株式会社であります。従来の産業・商業振興施

策では、行政の行う施策では、民間の力を引き出せないということもありまして、行政で

ありながら、行政でない株式会社をつくったということであります。 

 社長は、今年の２月、民間から三野さんという方を副市長に選任いたしました。彼を社

長にしております。 

 資本金が600万、養父市が100％出資であります。 

 既に設立して事業活動を行っております。 

 事業スキームは図に示したとおりであります。どういうことをやるか。やぶパートナー

ズという会社名にしておりますが、やぶパートナーズそのものが収益を得なくてはいけな

い、投資的事業ということで、企業者への出資を行う。さらにYAP、やぶパートナーズがビ

ジネスモデルをつくって、それを事業化していく。行政事務のアウトソーシングの受け皿

にもなることにいたしております。 

 養父市の農業の現状でありますが、全体で農地面積は2,500ヘクタールあります。耕作放

棄地が非常に多くなってきているということであります。 

 今の担い手農家の平均年齢は、約67歳であります。65歳以上の方が60％であります。 

 小規模経営である。１戸当たりの経営耕地面積は38アール、0.38ヘクタールです。後継

者をいかに見つけてくるかということです。 

 農業の活性化に向けてどういうことを行うか。後継者を確保する。そのためには、農地

をまとめること、任せる相手を選定する、いわゆる担い手を形成することになります。 
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 農業の特徴としまして、養父市は無農薬有機、資源循環型の農業を行っております。 

 水稲が基幹作物でありますが、非常においしいお米、特に地質の関係で、蛇紋岩米とい

うお米がとれるということであります。 

 畜産は神戸牛のもとである但馬牛、八鹿豚、ブロイラーが非常に盛んであります。これ

らから出た堆肥を使いまして、無農薬有機農業を行っているということであります。 

 野菜は高原の野菜、高原の大根が特産であります。 

 果樹としましては、朝倉山椒です。これは日本の代表的なブランドでありますが、この

発祥の地が養父市であります。 

 シルバー人材センター、地域の担い手ということで、今、とても頑張ってくれておりま

す。 

 養父市のシルバー人材センターの活躍の状況については、お手元の資料の別紙でお配り

させていただいております。 

 これは、過日、兵庫県でありました、環境創造型農業のフォーラムで、養父市シルバー

人材センターの局長が話した内容を示しております。特に棚田の再生であるとか、都市と

の交流であるとか、さらに新しい特産物をつくり上げる、そういうことを頑張って行って

いるということであります。 

 今日の話題にもなりますが、養父市の人口ピラミッドを示しております。真ん中が現状

であります。点線は60～75歳までの人口の層であります。あと10年もしますと、そこの層

が一番多くなるということで、今、まさしく地域の担い手は、その世代になっております

ので、その世代の方にこれからも元気で働いていただき、収入を得ていただく。そのこと

が、若い世代への負担も少なくするし、地域の活性化も生じてくるということであります。

そして、お年寄りが元気であれば、健康長寿になってくる、医療費等も少なくなってくる、

全ての経済効果に波及するということであります。 

 養父市のシルバー人材センターの概要であります。会員のピークは、平成15年の483人で

したが、現在は約443人、もう少し魅力あるシルバー人材センターにして、多くの方に参加

していただくことが必要であります。 

 シルバー会員の年齢は、平均年齢69.4歳であります。 

 平成24年度の養父市のシルバー人材センターの実績でありますが、トータル、全体事業

の請負額が２億4,000万、よく頑張っておると思います。特に民間（一般家庭）での件数が

1,468件で、約６割であります。これらのニーズにいかに対応していくかということであり

ます。 

 将来の人口構成を見据えて、農業を主体にした地域起こしを目指し、シルバー世代の活

躍を期待することで、健康長寿のまちづくりを目指す。これが養父市が目指すまちづくり

になるわけでございます。 

 映像での説明概要は以上でございますが、あとは提案書で説明をさせていただきます。 

 養父市の概要は、先ほどパワーポイントで申し上げたとおりであります。 
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 合併は2004年、ちょうど10年前に行いました。４町が合併して養父市になりました。人

口減少が非常に厳しく進んでいるということであります。 

 そういう中で、産業再生・改革への取り組みということで、私自身が直接行ってまいり

ましたが、PFI事業２件であります。これは温泉事業と道の駅を行っております。またCM、

これはピュアなコンストラクションマネジメントで、道路のトンネルを掘ったということ

を行っております。こういうことをやっております。 

 先ほど申し上げましたが、私自身は昨年の選挙で選ばれました。マニフェストで、新産

業創出と人口規模の維持・増加をお約束しました。それを実現するために、EPL、地域公共

会社を立ち上げ、今、動かしているところであります。 

 事業の内容につきましては、先ほど申し上げましたように、共同出資会社方式、民間企

業等との共同出資会社方式を行うということ、民間企業の育成支援を行う、さらに行政の

アウトソーシングを行っていく、空き農地の統合的な経営を行っていく、フォークアート

木彫を生かした地域振興事業を行っていく、こういうことをやっていきます。 

 また、今年度は兵庫県の関西学院大学、企業と一体になりまして、産官学連携でスマー

トアグリを行っていくということで、過日、事業を決定いたしたところでございます。こ

れは廃校の体育館を使うものであります。事業者はオリックスであります。 

 産業振興の中でのやぶパートナーズの役割でございます。我々も農業振興、産業振興を

行うのに、やぶパートナーズを中心に行っていきたいと考えております。特にやぶパート

ナーズ株式会社、地域公共会社は、地域の特産でもあります、蛇紋岩米等の販売を都市向

けに行っております。そのためには、農業生産量の確保が大切でありますので、みずから

農地を活用して、農業生産を行う必要があります。 

○八田座長 要望される規制改革項目の御説明に、時間を割けるようにしていただけます

か。 

○養父市 わかりました。申しわけございません。 

 提案の趣旨でございますが、農地のいわゆる賃借であるとか、所有権の移転の部分は、

今、農業委員会が行っておりますけれども、そういう権限を我々のほうに譲っていただき

たいということが１点であります。 

 もう一点、先ほど申しましたように、高齢者がこれから地域の担い手になるということ

でありますので、特にその中心的存在であります、シルバー人材センターでありますが、

彼らの労働時間をもう少し長くしていただきたい。現在ですと、生計を主としないという

こと、臨時的雇用ということもありまして、週の労働時間が20時間以内、連続して31日以

上働けないことになっておりますので、これらの規制緩和をお願いしたい。せめて週30時

間ぐらいはいただきたいと思っております。それから、１年ぐらいは連続して雇用できる

ような内容にしていただけたら、もう少し地域の高齢者が、シルバー人材センターをベー

スにしながら、いろんな労働について、そして、地域の皆さんの生活の安心を担保しなが

ら、収入を得ながら、地域の活性化にも資することができると思っております。 
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 提案の趣旨はそういうことでございます。 

○八田座長 それでは、例えばシルバー人材センターの労働時間の制約が、どの法律のど

ういうことに基づいているか、御説明いただけますか。 

○養父市 シルバー人材センターにつきましては、法律自体では明確にはないんですが、

その運用といいますか、法律の背景の中で、そういったことがうたわれております。 

 これは厚生労働省が出された平成16年11月４日の資料ですけれども、法改正の趣旨及び

背景の中で、シルバー人材センターについて述べられている部分に、臨時的かつ短期的な

就業、またはその他の軽易な業務に係る就業というものが何かということで、それは臨時

的かつ短期的な就業というのは、連続的または断続的なおおむね月10日程度以内の就業を

いい、また、軽易な業務というのは、１週間当たりの労働時間が平均的な労働時間に比し

て、相当程度短い業務とうたわれております。全国一律で、このような制限されていると

捉えております。 

○坂村委員 それを守らなかった場合、ペナルティーとか、何かあるのですか。そのとお

りきちっと書いてあるわけではなくても、そういう背景がもとになっていて、それを守ら

なかった場合、どういうことになるのですか。 

○養父市 ペナルティーがあるのか、ないのか、私どもは聞いておりませんが、人材セン

ターそのものが、非常に厳しく通達なり指導されているようです。 

○坂村委員 それを守らなかった場合には、通達が来てしまうということですね。そちら

にはそういうものが来てしまったのですか。 

○養父市 そういったものは来ておりませんが、実際に養父市のシルバー人材センターは、

平成24年４月に公益社団法人にさせていただいた関係で、公益性ということで、法の趣旨

を適正に遵守しなさいということを言われておるということでございます。シルバー人材

センターは、厚生労働省からも補助金などをいただいていますので、その関係で、そうい

った指示を受けている。 

 実際に今までは頑張って、それなりに運用はしてきたのですが、そういった指導を受け

て、週20時間以内という内容を遵守した結果、平成24年の請負収入というものが2,200万円

程度落ちている。というのは、会員の皆さんの就業時間を抑制することで、会員数も少な

いものですから、ローテーションが組めなくなっている。結果として、地域の方のニーズ

に応えられなくなっている。この小さな地域でも、2,200万円の経済損失というのは非常に

大きいだろうと考えております。 

○八田座長 要するに補助金を出すかわりに、こういう人が働き過ぎると、普通の職を得

ている人の競争条件を阻害するから、あまり働き過ぎないでくださいというのが、法のも

ともとの趣旨なのでしょうが、養父市のように、ほかの人がいないところでは、もともと

の趣旨が関係なくなって、全面的にこれをやってもらったほうがいいということなんです

ね。 

○養父市 そうです。労働力そのものが少なくなってきています。 
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○八田座長 少ないから、ほかにいないわけですね。 

○養父市 そうです。 

○秋山委員 まず御質問の前提として、すばらしい提案だと思って拝見いたしております。

高齢化が進む地域で、どういうふうに地域振興を図っていくかということでいえば、成功

すれば、先進事例になると思いますので、そういう前向きな取り組みに大変敬意を示して

おりますという前提で伺いたいのですが、シルバー人材センターでなければならない理由

を少しお聞かせいただきたいと思います。 

 今回、シルバー人材センターの運用を弾力的にしたいということなのですけれども、例

えば乱暴な言い方かもしれませんが、働きたいという方を、何らかの形で、直接なり、間

接的なり雇用して働いていただく。雇用契約のベースで働いていただくということも、手

段としてはあるかと思うのですけれども、それでもシルバー人材センターを使ったほうが

いい意義がきっとおありになって、だから、規制緩和でもう少しそれを活用したいのだと

いうことが明確にあればお伺いしたいと思います。 

○坂村委員 それに関連することで伺いたいのは、先ほどシルバー人材センターは公益社

団法人だとおっしゃいましたね。だから、税法の特典もある程度受けているということと、

もう一つ、厚生労働省からの助成金みたいなものをいただいているわけですね。そういう

ものがあるから、当然公益社団法人になさっていると思うのだけれども、それをもしも本

当の株式会社にしてしまったら、助成金が来るかどうかもわからないし、税制上も株式会

社と同様になってしまいますね。そのことについてはどうなのですか。そういうものがな

いと、やはりやっていけないのですか。 

○養父市 株式会社ではなくて、今の公益社団法人のままで、今の規制を少し緩めていた

だきたいと思っています。 

○坂村委員 助成金はどのぐらいなのですか。全体の中でどうなるのですか。助成金が来

ないのだったら、全くこれができないとなっているのか、励みの一環なのか、ほとんどが

助成金なのかで随分違います。どのぐらいなのですか。 

○養父市 ほとんど助成金ではないです。 

 例えば私のところのシルバーは先進的なことをやっております。子育てとか、先ほど言

いました棚田の再生であるとか、そこでできたお米を都市のシルバーと交流して、そちら

で消費していただくとか、都市の方に来ていただいて、畑のスーパーマーケットをすると

か、自分たちのつくったものを都市の方に収穫していただくとか、いろんなことをやって

おります。そういう企画提案事業に対して、全国シルバー人材センター事業協会から、例

えばその事業に要した２分の１をいただいております。あとの２億4,000万は、自分たちが

それぞれ依頼者の求めに応じて労働を提供したり、会社に労働を提供して得た契約上の金

額になります。 

○坂村委員 それが２億円ちょっとで、助成金は１億くらいですか。 

○養父市 国からの補助金は、平成24年度で約700万円です。 
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○八田座長 シルバー人材では、最低賃金制の免除規定はないのですか。 

○養父市 最低賃金制の免除規定はないです。 

○八田座長 最低賃金は払っているのですか。 

○養父市 払っています。ただし、ほとんどの方は会員であり、いわゆる自営業者と同じ

扱いとなりますので、その場合は最低賃金については関係性がなくなります。 

 それから、今、先生がおっしゃったように、会社としてはどうかということですが、養

父市の場合、会社そのものが少ないのです。そこでどんどん高齢者に働いてもらって、最

初からそういう方向でいいのではないかというお話ですね。もっと高齢まで続けて雇用し

たらどうかというお話ですね。 

○秋山委員 もしくはやぶパートナーズで雇用することが、選択肢としてあると思います。

いろいろやり方がある中で、シルバー人材センターである必要性みたいなところが、あわ

せてあるとわかりやすいと思います。 

○養父市 そもそもほかにプレイヤーが全然ないということです。あったとしても、会社

から見ると、高齢者より若い人を雇いたい。高齢者は働く場、雇用の場が開かれていない

ということで、これは都市に限らず、田舎も一緒です。会社は若い人をちゃんと雇って働

いてもらう。そうすると、元気な高齢者、能力を持った高齢者は、働きたくても働けない

ということです。かといって、高齢者は拘束されずに、自由に働きたいという思いもある

わけです。そのかわり、365日いつでも働ける体制にある。それはシルバーにとって非常に

ありがたい労働力であるということです。 

 それと、やぶパートナーズはいろんな事業をやりますが、やぶパートナーズそのものも

農地の再生を行ったり、空き農地を使って米をつくったり、農産物をつくったりしますが、

そのときに、やぶパートナーズが直接農業経験者を集めるより、シルバーと連携して集め

たほうが、集まりやすいということです。 

○坂村委員 よくわからないのですが、シルバーに厚生労働省が労働時間制限をつけてい

るのは、どうしてかというのは、本当に民業圧迫だからなのですか。何か理由がなければ、

こういうことはやらないと思います。この理由は何なのでしょう。 

○養父市 20年前にこの地域にシルバーができたときの高齢者に対する考えと、20年後の

今は変わってきていると思います。 

○坂村委員 20年前の体力では無理だっただろうということですかね。 

○養父市 当時は60歳で退職した後、年金をもらって、ゆっくり過ごして、趣味をやって

という時代であったのかもわかりません。 

○坂村委員 20年前のままで、現状に合っていないということですね。 

○養父市 そうです。 

○坂村委員 そういうことなのですね。それはよく理解しました。 

○養父市 今の高齢者は、元気で働けるうちはどんどん働いていただきたいということで

す。 
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○八田座長 賃金はどの程度払っていらっしゃるのですか。時給はいくらですか。 

○養父市 シルバーも手数料をとりますが、大体15％です。市などもかなりシルバーさん

にお願いしている部分があるのです。例えば雇用者の運転手とか。時間で1,200～1,300円

は払っていると思います。 

○八田座長 時給ですか。 

○養父市 時給は平均800円程度です。 

○養父市 うちが契約上払っているものです。本人にいくのは800円か900円ぐらいだと思

います。 

○八田座長 それは随分高いですね。都会でも老人のヘルプをしてくださるのは、もっと

安いです。 

○養父市 シルバーの方も自分が今まで培った能力であるとか、技術を提供しているわけ

ですから、労働の対価として、それぐらいは安いと思っています。頑張って収入を得てい

るわけですから。作業等にあたり道具は事前調達であり、また現地までの移動費用などは

会員の負担であり、決して高いわけではないと考えています。 

○八田座長 普通の株式会社にした場合には、先ほどおっしゃったように、どちらかとい

うと、若い人を雇いたい。若い人に払う賃金は、おそらくそのくらいだと思います。そう

だとすると、若い人ほど雇いたくない人は、競争的に決まったら、賃金はもう少し安くな

るのではないかと思います。そこをシルバー人材センターである程度支えているというこ

とでしょうか。 

○養父市 そうです。 

○八田座長 もう一つの論点、農地の移転に関することですけれども、農業委員会から市

に権限を譲ってほしいとのことですが、普通、農業委員会だと市が事務局をやっています。

市がどういう意向でやるときに、農業委員会が障害になるのかという例を教えていただけ

ればありがたいです。 

○養父市 農業委員会も太平洋戦争後にできた制度だろうと思います。これも60年経って

いると思います。当時はよかったのかもしれないけれども、今の時代には合わないのでは

ないかという思いがまずいたしております。 

 農業委員会は、それぞれの土地の権利を持った人たちの集まりであることも1つあります

ので、どうしてもその中でお互いに遠慮し合ったり、いろんなことがあるのだろうと思っ

ています。 

 それと、先ほど見ていただきましたように、農業者全体が既に高齢化している。という

ことは、農業委員会そのものも高齢化してきております。そして、農業委員会の今の大き

な目的は、地域の農業の将来・未来を、みんなで相談しながら、いいものをつくり上げて

いこう、そういう大きな仕事があります。 

 さらに今の権利関係の部分もあります。権利関係等を含めて、将来の農業を考えている

のかどうかわかりませんけれども、今の農業委員の中で、私がやっていただきたいのは、
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将来の農業、地域の農業振興をどう図っていくのか。今、人・農地プランを農林水産省が

立てて、実行しようとしています。そういうことを一生懸命やっていただくのが、農業委

員会の仕事ではないかと思っております。 

 権利の移動については、農業委員が判断をするということではなしに、全体的に市なら

市での土地利用という観点から、我々に任せていただくほうがいいのではないか。そのほ

うが、農業委員にとっても負担が少なくなっていくのではないかと思っております。精神

的な負担とか、そういう大きなものが結構あるのではないかと思います。権利の移動を彼

たちが判断することは、結構重たいことであると、私は何となく感じております。ですか

ら、その部分は、行政に任せていただくほうが、いいのではないかと思います。 

○坂村委員 ちょっとおもしろいと思ったのは、普通、農業委員会と市というのは、どち

らかというと一体化していると思っていました。今、おっしゃったようなことは、外の人

が言うことが多いような気がしていたのですけれども、そうでもないのですね。中からも

そういうふうにおっしゃるのですね。 

○養父市 農業委員会と争うことを考えるつもりもありません。彼たちとは仲良くやって

いきたい。私にとって一番大切なパートナーです。しかも、養父市の基幹産業である農業

振興を担ってくれています。彼たちとは役割分担を明確にしていきたい。彼たちは、将来、

地域の農業がどうあるべきか、人と農地の関係をどうつくり上げていくか、それは彼たち

が地域の代表ですから、地域に入って一生懸命やる。その仕事でいいと思います。 

 権利の部分は、市ないしは地域の土地利用という観点から、行政に任せていただくほう

がいいと思っております。 

○秋山委員 今の点に関して確認させていただきたいのですけれども、農業委員会の関与

の廃止を提案されているのですが、それを行政に任せるとおっしゃっていただいたのは、

市でやるということなのか、EPLのやぶパートナーズがやるのか。文章を読むと、やぶパー

トナーズということになっています。 

○養父市 やぶパートナーズは、先ほど言いましたように、自分たちで農地を使って生産

して、農業振興を図って、会社も利益を得ている。農家に対しても、収益をちゃんと払え

るような形にしている。そういうことをやろうと思いましたら、やぶパートナーズそのも

のも農地を取得したりいたします。 

○秋山委員 権利移動については、市が判断をして、やぶパートナーズが土地の所有もし

くは賃貸ができるようにしたいというのが、御提案の趣旨ということですね。 

○養父市 そうです。 

○秋山委員 わかりました。 

○養父市 それから、国は中間管理機構と言っておりますが、行政がやるのがいいのか、

やぶパートナーズ辺りも、ひょっとしたら、やってできないことはないとも思っておりま

す。 

○秋山委員 それは中間管理機構的役割ということですか。 
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○養父市 そうです。 

○秋山委員 中間管理機構はまだ制度設計中なのですけれども、中間管理機構は農地の集

約をするということと、それを活用できる担い手に、ちゃんと賃貸なりができるようにす

るというのが目的の制度なのですが、もしそういうものができたときには、そこを活用し

ようと思われるかどうか。それよりも今回の提案のような形でやりたいと思われるのか、

その辺りの実際のところの感触をお聞かせいただきたいと思います。 

○養父市 中間管理機構の位置づけだろうと思います。中間管理機構は市が持つべきだろ

うと思っております。県がというお話が出ておりまして、県全体ということではいいかも

しれません。ただ、県が我々の地域のことをわかるかといったら、疑問があります。県が

中間管理機構を担って、その出先機関的なものが市町にできるというのは、二重構造だろ

うと思いますので、私は直接市に中間管理機構を任せていただきたい。 

 例えばやぶパートナーズが、中間管理機構的な役割を担うことは可能だと思っておりま

す。それから、やぶパートナーズは農地を集積しながら、自分たちでも生産をすると、農

業後継者を育成します。そういうこともやぶパートナーズは、仕事の１つにいたしており

ますので、可能です。 

○八田座長 やぶパートナーズと市が、今の農業委員会の機能をある程度役割分担したと

きに、農業委員会自体に残る仕事は何かということに関心があるのですけれども、確認の

ために、市とやぶパートナーズそれぞれの仕事について、先ほどおっしゃったことをもう

一度言っていただけますか。 

○養父市 やぶパートナーズは、市が100％出資の株式会社です。株式会社ですから、民間

であり法人登記もしました。 

 我々は公です。公が行う産業振興施策等については、公平性であるとか、そういう考え

のもとでは、どうしても限界があるということです。民間企業がやります企業の支援・育

成は、伸びるところを伸ばせるという特徴を持っております。やぶパートナーズは、行政

でありながら行政ではない。極めて第一セクター的な株式会社であります。 

○八田座長 責任が明確になるわけですね。 

○養父市 そうです。 

 これも役割分担ができるということですが、この会社はものすごく伸びそうだから、伸

ばしてやりたいと思っても、私はできません。それでもやぶパートナーズ、株式会社はで

きるということです。 

○八田座長 先ほど農業委員会の仕事をこういうふうに分担したらいいとおっしゃったの

ですけれども、それをもう一度確認のためにお願いします。 

○養父市 農業委員会は、地域の農業の振興、並びに長期的な地域農業の振興のあり方、

そういうものをちゃんと模索していくべきだろうと思っております。 

○八田座長 先ほどの秋山委員の理解で、市とやぶパートナーズのそれぞれの役割は何で

したか。 
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○秋山委員 今回の御提案書で、農地の流動化に関連する部分、今、農業委員会で持って

いるところを私どもとおっしゃったのは、市という意味なのか、やぶパートナーズなのか

ということでお伺いしたい。基本的には市が権利移動の承認をおやりになって、民間企業、

株式会社であるやぶパートナーズが、農地を所有もしくは賃貸できるような形にすれば、

もっといいのではないかと思います。 

○八田座長 やぶパートナーズ自体は、今の農業委員会の役割を全く持たないわけです。

市が全面的に持つということですね。 

○養父市 そうです。市のほうがふさわしいと考えています。 

○八田座長 実際にどういうふうに使われているかということを調査するのが、農業委員

会の役割の１つとしてあると思いますし、権利移動に関して承認を与えるというのが、も

う一つあると思います。それから、実際に耕作放棄地かどうかを判定する機能もあると思

います。こういうものは、全部市が持ったほうがいいだろうということですか。 

○養父市 例えば耕作放棄地の調査、現状を調査したりするのは、地域に最も密着した農

業委員のほうが、よくわかるのかもしれません。ですから、そういう中で、地域の農業の

あり方、このエリアは将来どういう農業の振興を図っていくのか、そういう構想を立てた

り、企画したり、それは農業委員会がやられたらいいのではないかと思っております。 

○坂村委員 農業委員会はそこのことをよく知っているし、住民の代表の方たちも入って

いるわけだから、将来どうしたいのかとか、そういう目標設定に関しては、農業委員会に

機能を持ってもらいたい。ただ、それを具体的にどう実現するのかに関しては、計画もあ

るから、市がやったほうがいい。しかも、県がやるより市がやったほうがいいということ

ですね。 

○八田座長 権利移動の承認をするためには、そこの使用状況がどうかということを調査

する必要がありますね。 

○養父市 あります。 

○八田座長 それはある意味で農業委員会に委託してもいいし、外部に委託してもいい。

あるいは市自身で見てもいいということですか。 

○養父市 そうです。 

○八田座長 最後の権利移動を承認するところと、実際にここが耕作放棄地であるかどう

かを認定するところは、表裏一体だと思います。 

○養父市 そうですね。 

○秋山委員 もし差し支えがあるようでしたら、非公開というか、議事録から外していた

だくことでお答えいただければと思うのですけれども、今、お話を伺っていますと、例え

ば中間管理機構で、わざわざああいうものをつくってやりたいと思っているのは、一般論

としてですが、土地の出し手と、そこで農業の担い手のマッチングがなかなか難しいとい

う問題意識があるのです。ただ、養父市の場合は、やぶパートナーズといった担い手の顔

がはっきりしている。担い手がはっきりしていて、しかも、地元でおやりになっているの
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で、できればこことここを使って米をつくりたいということで、出し手と担い手ははっき

りしている。それでも農業委員会の関与の廃止が必要であると思われる現状は、何が問題

か。直接そういうことはできないのか。現状でできないのはなぜかということです。 

○養父市 先ほど私が申しましたように、農業委員会そのものを維持することが難しくな

ってきている。地域の担い手ということになってきますと、自治会の会長なども一緒です。

農業委員も公正な方法で選ばれますが、大変です。農業委員のなり手そのものがなくなっ

てきているということも含めまして、そこまで農業委員が大きな責任を持つ、いわゆる権

利の移動に伴うような判断までやらせる農業委員会が要るのかどうかということです。 

○秋山委員 実態としてですね。 

○養父市 実態として、私どもの正直なところです。 

○坂村委員 おっしゃっていることは、よくわかります。市長を始めとして、市のほうは

やろうといって、選挙に出て市長になっているわけだから、もどかしいというか、もうち

ょっと何とかならないかと思われるのは、第三者的に見ていても、そうだと思います。 

○養父市 今日来る前に農業委員会の会長とも十分に話をしてきて、こんな話を俺たちは

やるけれども、決して農業委員会とばらばらでやるつもりはないという話はしてきている

のです。ただ、実態として、農業委員の仕事はどうですか、大変でしょうという話です。

極端に言ったら、重要な土地の流動化とか、権限移譲に係る部分は、少し楽にしたらどう

ですかという話です。 

 それと、農業のあり方、マッチングのあり方で申し上げておきたいのですけれども、先

生方は、地域の農業の実情をよくわかっていない。平地の大規模な農地の農業と、我々の

ように、山間地の条件不利益地で、１戸当たりの平均耕作面積が30アールそこそこの農地

の状況では違うのです。いくら集約しようと思っても、我々は物理的な限界があるわけで

す。３ヘクタールも５ヘクタールも合わせても、物理的に農業ができないのです。それを

大きなものにしようと思ったら、膨大な金がかかるし、そんな投資ができないのが今の農

業です。そうすると、北海道の農業と養父市の農業は全然違うということを理解していた

だきたい。だから、集約化、流動化の方法についても、地域に密着した集約化であるわけ

です。 

 そういうことを考えていくと、中間管理機構にしても、もっと柔軟にいろんな考え方で

やる必要があるということです。今のままで画一的な農政を進められると、養父市の農業

はじり貧になってしまいます。ですから、養父市がほしいのは、どんな方でもいいのです。

農業をやってみたいという方、国が言うように、担い手で、本気で農業をやる、俺は専業

農家になるという方も必要ですけれども、養父市は楽しむ農業の方でもいいし、農業を知

らない都市部の若者が来て田植えをしてくれてもいいのです。そういう方がたくさんおっ

て、ベースを広げることによって、うちは兼業農家で成り立った町ですから、兼業農家を

増やしていくことが必要なのです。そうでないと、地域、村が残りません。村が残らない

と、我々の先祖が孜々営々としてつくってきた生活も文化もみんななくなるということで
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す。 

 中山間地は日本の73％です。農地の44％が中山間地です。農業生産の３分の１が中山間

地です。そういうエリアをどうしていくかということ。 

 それから、過疎地は全国の約55％の面積です。人口はたった８％です。自治体の数は55％

です。そういうところをどうしていくか。そのことを考えたら、画一的にどうこうとは言

えない。地域に合ったやり方をやりたいということです。 

○八田座長 非常に貴重な御意見だと思います。 

 養父市の場合は、耕作放棄地も出ていますか。 

○養父市 耕作放棄地はあります。 

○八田座長 耕作放棄地のうち、一部は山林に戻したほうがいいというところもあります

か。その決断の主体をどうするか。先ほどから農業委員会に将来展望を持ってもらいたい

ということがありましたが、市と農業委員会のどちらに、その辺の能力があるかというこ

とです。 

○養父市 農業委員が現地を見て判断されてもいいかもわかりません。ただ、我々が見て

もわかります。24人の農業委員ですから、我々はいつも親しくしております。非常に広い

ですけれども、我々も大体隅々まで知っておりますから、我々も判断できます。農業委員

会でもできます。これは共同してできると思います。 

 耕作放棄地は、今、かなり出てきておりますけれども、これを、今、もとに戻そうとし

ているのが、先ほど言ったシルバーたちです。頑張って棚田の再生をやっておりまして、

そこを使っておいしいお米をつくって、都市のシルバーの方に消費してもらったり、そこ

を使って野菜をつくって、都市の方に来ていただいて交流をしたりしております。農業の

底辺を広げようとしています。 

○坂村委員 農業をやらない人に言われたくないということもあるのですね。 

○養父市 あります。 

○坂村委員 そういうことですね。 

○養父市 特に地域の小さな農業はそうですね。 

○坂村委員 今のお話を聞いていると、そういうことに興味も持たないし、やってもいな

いのに、何だという怒りのマグマも高まっているという感じですね。 

○養父市 そういうことです。 

○坂村委員 やはりビジョンということでしょうね。農業委員会は、農業をどうしたいの

かとか、ビジョンを出すべきだということですね。 

○養父市 そうですね。我々も農業振興を一緒にやります。 

○坂村委員 関係者ですからね。 

○八田座長 今、農業委員会が転用に関して結構権限を持っていますね。転用を認める。

そこに関しても、基本的には、先ほどの市のほうがいいだろうとお考えですか。それとも、

そこは農業委員会に任せておいたほうがいいということですか。 
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○養父市 権利移動については農地法の３条で農業委員会が、転用の部分は４条、５条で

す。これは県・国です。これも本当は我々に少しいただきたいと思っていますが、これは

なかなか厳しいところがあるのかもしれません。 

○坂村委員 農業委員会のことは、ここだけではなくて、いろんなところで聞くのですけ

れども、今、市長がおっしゃっているようなことをやったときに、養父市だったら、農業

委員会ともけんかをしないというか、農業委員会も市も住民もみんなで規制改革をしよう

となれるところなのですね。 

○養父市 うちはなれます。 

○坂村委員 なれるのですね。 

○養父市 大丈夫です。 

○坂村委員 そういう規制緩和をしたことにより、大げんかになるとか、そういう話では

なくて、ここはみんなでそういうふうにしようといって、農業委員会も市もみんなでなる

のだと理解してよろしいのですね。 

○養父市 結構です。 

○八田座長 そういう地域には、いろいろな規制改革ができるようにしたいですね。セッ

トでね。 

○坂村委員 まず養父市という気がします。 

○八田座長 バーチャルだけれども、まずはここでやって、似たようなスキームでやって

もいいということですね。 

○坂村委員 養父市みたいに思っている仲間は、全国にもいるのですか。 

○養父市 多分多いと思います。 

○坂村委員 それはいい話です。なるほどね。 

○八田座長 非常に貴重なお話を伺えたと思います。 

○坂村委員 非常にいい話です。 

○八田座長 自発的にこういうお話が出てきたことは、すばらしいことです。 

○養父市 もう一つ、お話させてください。こんなことがあります。先ほど言いましたよ

うに、養父市は100歳以上長寿が非常に多いということで、その原因は何だろうということ

です。東京都健康長寿医療センター研究所の新開先生と一緒にいろいろ調査をしておりま

して、その中から養父市の高齢者全員にアンケートをしました。回答ができにくい人にも、

何とか回答してほしいということで、回収率90％を超すようなアンケート結果となりまし

た。 

 その中で見えてきた元気の秘訣というのは、三本柱があります。栄養と社会と体力です。

栄養はちゃんと食事をするということです。体力というのは、体を動かしているというこ

とです。これは農業をしているからです。各家庭でも大きくはないが農地を持っています

ので、鍬を動かしたり、かまを動かしたり、草をとったりして、体を動かしている。それ

から、社会はコミュニティーです。農地で隣の人と話をしたり、行き帰りで話をしたり、
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そういうことで孤独にならない。それらの３つが要素で、養父市の健康長寿になるのでは

ないか。ほぼ結論であります。 

 これは今年も継続して、最終的にもっといい報告にしたいと思います。これは中間報告

なのですが、養父市の高齢者がこうして働くことにより高齢者の健康が保てます。働くこ

とにより、今までの福祉の受け手から、今度は社会の担い手になっていく。そのことを養

父市の高齢者は望んでいると思いますし、元気なうちは働いていただく。そういう意味で

も、シルバーが、自由に働けるようにチャンスをつくる。シルバー人材センターそのもの

は、365日動いて、しかも、どのような仕事にも対応でき、市民のいろんなニーズに応えら

れる。お互いに助け合える社会を支えるシルバーになれる。 

○秋山委員 そうしますと、100歳の方でも、いわゆる一般的にイメージする方よりも、お

元気な方がものすごく多くいらっしゃるのではないかと思います。ですから、調査を継続

されるのであれば、いわゆる健康長寿年齢のような数字をおつくりになると、全国平均と

比べて、それが非常にいいという数字が出るのではないかと思います。そうすると、養父

市が先進的であるということで、規制緩和の問題にしても、非常に持っていきやすいとい

うことがあるのではないかと思います。今、思いつきました。 

○養父市 はい。 

○坂村委員 市長も前は農業をやられていたのですか。 

○養父市 私は今もやっています。市長をやりながら、小さいですけれども、30アールほ

ど稲をつくっています。 

○坂村委員 なるほど。 

○養父市 今年はでき過ぎて、みんな倒れてしまいました。ちょっと残念です。忙しいで

すけれども、農業をやっておかないと、地域のリーダーとして、こうして皆さんの前で物

が言えないのです。 

○坂村委員 そうですね。 

○八田座長 遠方よりありがとうございました。全国が養父に学べという形になるといい

と思っています。どうもありがとうございました。 

○養父市 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。貴重な時間をありがと

うございました。 
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